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第１章 総則  

（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人愛知教育大学学則（２００４年学則第１号）第２９条第５項の規定

に基づき，愛知教育大学附属幼稚園，附属名古屋小学校，附属岡崎小学校，附属名古屋中学校，附属

岡崎中学校，附属高等学校及び附属特別支援学校（以下「附属学校」という。）について，必要な事

項を定める。 

（目的）  

第２条 附属学校は，教育基本法(平成１８年法律第１２０号) 及び学校教育法 (昭和２２年法律第２

６号) その他関係法令に規定する教育又は保育を施すとともに，愛知教育大学（以下「大学」という。）

と協力して，以下の各号の任務を行うことを目的とする。 

(1) 幼児，児童及び生徒（以下「児童等」という。）の教育に関する研究を行うこと 

(2) 学生の教育実地研究の実施 

(3) 研究成果を広く教育界の参考に供すること 

(4) 教員の現職教育に資すること 

第２章 附属学校組織 

（附属学校）  

第３条 附属学校の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

 愛知教育大学附属幼稚園 名古屋市東区大幸南１－１２６ 

 愛知教育大学附属名古屋小学校 名古屋市東区大幸南１－１２６ 

  愛知教育大学附属岡崎小学校 岡崎市六供町八貫１５ 

 愛知教育大学附属名古屋中学校 名古屋市東区大幸南１－１２６ 

 愛知教育大学附属岡崎中学校 岡崎市明大寺町栗林１ 

 愛知教育大学附属高等学校 刈谷市井ヶ谷町広沢１ 

 愛知教育大学附属特別支援学校 岡崎市六供町八貫１５ 

（職員）  

第４条 附属学校に校長（附属幼稚園にあっては，園長と称す。以下同じ。），教頭（附属幼稚園を除

く），教諭，養護教諭及び事務職員を置く。 



2 

２ 前項に規定するもののほか，副校長（附属幼稚園にあっては，副園長と称す。以下同じ。），主幹

教諭，栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 

３ 職員の職務は， 学校教育法， 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号，以下「施行規

則」という。）その他の法令によるもののほか，学長が別に定める。 

４ 職員の選考に関する規程は，学長が別に定める。 

（職員会議）  

第５条 附属学校に，職員会議を置く。 

２ 職員会議は，校長が主宰する。 

３ 職員会議は，当該附属学校の職員をもって組織する。 

４ 職員会議は，校長の職務の円滑な執行に資するため，当該附属学校の教育方針，教育目標，教育計

画，教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通，共通理解の促進，職員の意見交換等を行う。 

５ 校長が必要と認めたときは，第３項に規定する職員以外の者に出席を求め，その意見を聴くことが

できる。 

（学校評議員）  

第６条 附属学校に学校評議員を置く。 

２ 学校評議員に関し必要な事項は，別に定める。 

（事務室）  

第７条 附属学校に，各附属学校の事務を処理するため，事務室を置く。 

２ 事務室に関し必要な事項は，別に定める。 

（学校評価）  

第８条 附属学校は，当該附属学校の教育研究活動その他の学校運営の状況について，自ら評価を行い，

その結果を公表するものとする。 

２ 附属学校は，前項の規定による評価の結果を踏まえた当該附属学校の児童等の保護者その他当該附

属学校の関係者（当該附属学校の職員を除く。）による評価を行い，その結果を公表するよう努める

ものとする。 

３ 附属学校は，前２項の規定による評価の結果を学長に報告するものとする。 

（情報提供）  

第９条 附属学校は，当該附属学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるととも

に，これらの者との連携及び協力の推進に資するため，当該附属学校の教育研究活動その他学校の学

校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。 

第３章 附属学校部 

（附属学校部）  

第１０条 附属学校の教育及び管理運営に関する事務を処理するとともに，附属学校相互間の連絡調整

に当たることを目的として，本学に附属学校部を置く。 

（附属学校部長）  

第１１条 附属学校部に部長を置き，大学の教授をもって充てる。 

２ 附属学校部長の選考に関する規程は，別に定める。 

（附属学校部長の職務）  

第１２条 附属学校部長は，学長の命を受け，担当の理事と協力して附属学校を統括する。 

（附属学校運営委員会）  

第１３条 附属学校部に，附属学校運営委員会を置く。 

２ 附属学校運営委員会規程については，別に定める。 

第４章 修業年限，学年，学期及び休業日 

（修業年限）  

第１４条 附属学校（附属幼稚園を除く。）の修業年限は，それぞれ学校教育法の定めるところによる。 

２ 附属幼稚園の修業年限は，２年及び３年とする。 

（学年）  

第１５条 学年は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

（学期）  

第１６条 学年は，次の２学期又は３学期とし，校長が定め，あらかじめ学長へ報告しなければならな

い。 
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(1) ２学期  前期 ４月１日から１０月３１日まで 

        後期 １１月１日から３月３１日まで 

(2) ３学期  第１学期 ４月１日から８月３１日まで 

        第２学期 ９月１日から１２月３１日まで 

        第３学期 １月１日から３月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，校長は学期の始期及び終期を変更することができる。この場合は，この

旨を前年度末までに学長に報告しなければならない。 

（休業日）  

第１７条 休業日は，次のとおりとする。 

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(2) 日曜日及び土曜日 

(3) 附属学校が別に定める春季休業，夏季休業，秋季休業及び冬季休業 

２ 校長は，教育上必要があり，かつ，やむを得ない理由があるときは，前項に規定する休業日を変更

し，若しくは臨時に休業日を定め，又は休業日の期間中においても授業を課すことができる。この場

合は，この旨を速やかに学長に報告しなければならない。 

第５章 教育課程及び学習の評価 

（教育課程及び授業日時数）  

第１８条 教育課程及び授業日時数は，学校教育法，施行規則及びその他の法令並びにこれらに基づく

学習指導要領等に基づき定める。 

（学習の評価）  

第１９条 学習の評価に関する基準及びその方法は，校長が別に定める。 

第６章 入学，編入学及び転入学 

（入学の時期）  

第２０条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，第２６条に規定する編入学又は転入学の場合は，

この限りではない。 

（入学出願）  

第２１条 附属学校に入学を希望する者（以下「入学希望者」という。）は，入学願書及び入学願書に

定める書類を添えて，所定の期日までに校長に願い出なければならない。 

２ 入学希望者は，前項の出願に当たっては，別に定める額の検定料を納付しなければならない。 

（検定料の返還）  

第２２条 納付された検定料は，返還しない。 

（入学者の選考）  

第２３条 入学者の選考は，第２１条の規定に基づき出願をした者について，別に定めるところにより，

当該附属学校の校長が行う。 

（入学手続及び入学許可）  

第２４条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者であって当該附属学校に入学を希望する者

は，所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに，附属幼稚園，附属高等学校及び附属特別

支援学校高等部にあっては，別に定める額の入学料（附属幼稚園にあっては，入園料と称す。以下同

じ。）を納付しなければならない。 

２ 校長は，前項の入学手続を完了した者（第２５条に規定する入学料の免除又は徴収猶予を申請し，

受理された者を含む。）に入学を許可する。 

３ 納付された入学料は，返還しない。 

 （子育てのための施設利用等給付認定申請者に係る入園料）  

第２４条の２ 前条の規定にかかわらず，附属幼稚園において子ども子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の５の規定に基づき，子育てのための施設利用等給付を申請し認定された者の入園

料は，当該者が居住する市町村から大学に給付される入園料相当額を受領することをもって充てる。 

２ 前項に規定する入園料相当額が，市町村から直接認定された者に給付された場合は，当該者は給付

された日から３０日以内にその入園料相当額を大学に納付しなければならない。 

３ 附属幼稚園において，年度の中途に退学，転学及び除籍となった者の入園料については，前２項に

より市町村から給付される入園料相当額が，月割計算により別に定める入園料を満たさない場合，そ

の差額分の入園料を免除する。 
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（入学料の免除及び徴収猶予）  

第２５条 附属幼稚園，附属高等学校及び附属特別支援学校高等部における入学料は，特別な事情によ

り，入学料の納付が著しく困難であると認められる場合は，入学料の全額若しくは一部を免除し，又

はその徴収を猶予することができる。 

２ 前項に規定する入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に定める。 

（編入学及び転入学）  

第２６条 附属学校に編入学又は転入学を志願する者があるときは，校長は，定員の欠員状況等により，

相当学年に編入学又は転入学を許可することができる。 

２ 前５条の規定は，編入学及び転入学の場合に準用する。 

第７章 休学，復学，転・退学，留学，出席停止及び除籍 

（休学） 

第２７条 疾病その他特別の事由により，長期にわたって修学することができない者は，校長の許可を

得て休学することができる。 

（復学）  

第２８条 休学の期間中にその事由が解消したときは，校長の許可を得て，復学することができる。 

（転学）  

第２９条 附属学校の児童等で転学しようとする者は，校長の許可を得なければならない。 

２ 附属学校の児童等で，保護者が別に定める通学区域外に居住することとなった者は，転学しなけれ

ばならない。ただし，保護者が外国に居住する場合であって，当該通学区域内に居住する代理人を定

め，校長に届け出たときは，この限りではない。 

（留学）  

第３０条 附属高等学校の生徒で，外国の高等学校で学修しようとするときは，校長に願い出て，留学

の許可を得なければならない。 

２ 留学に関する規定は，別に定める。 

（退学）  

第３１条 附属学校の児童等で退学しようとする者は，校長の許可を得なければならない。 

（出席停止）  

第３２条 校長は，次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって，他の児

童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは，学長の承認を経て，その保護者に対して，児

童等の出席停止を命ずることができる。 

(1) 他の児童等に傷害，心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 

(3) 施設又は設備を損壊する行為 

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 

２ 校長は，感染症にかかっており，若しくはその疑いがある児童等感染症予防上必要があると認める

とき，又は児童等の健康上必要があると認めるときは，その児童等の出席停止を命ずることができる。 

（除籍）  

第３３条 次の各号のいずれかに該当する者は，校長は，児童等を除籍することができる。 

(1) 児童等が病気その他の理由により，成業の見込みがないと認められるとき，又は死亡若しくは行

方不明になったとき 

(2) 附属幼稚園，附属高等学校及び附属特別支援学校高等部の幼児及び生徒で，授業料（附属幼稚園

にあっては，保育料と称す。以下同じ。）の納付を怠り，督促してもなお納付しなかったとき 

(3) 附属幼稚園，附属高等学校及び附属特別支援学校高等部の幼児及び生徒で，入学料若しくは授業

料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち，免除又は徴収猶予が不許可となった者，一部について

免除が許可となった者で，徴収猶予期間を超えて，なお入学料又は授業料を納付しなかったとき 

第８章 授業料の納入等 

（授業料の納入）  

第３４条 附属幼稚園，附属高等学校及び附属特別支援学校高等部における授業料は，月額の６ヶ月分

を次の２期にそれぞれ納めなければならない。 

 前期 ４月１日から４月３０日まで  

 後期 １０月１日から１０月３１日まで 
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２ 前項の規定にかかわらず，本人の申し出により，前期分の授業料を納めるときに，当該年度の後期

分の授業料を併せて納めることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず，経済的理由によって同項の納付期限までに授業料の納付が困難である

場合には，別に定めるところにより，許可を得て，月割で納めることができる。 

（授業料の額）  

第３５条 授業料の額は別に定める。 

（復学等における授業料の納入）  

第３６条 前期又は後期の中途において復学, 編入学又は転入学（以下「復学等」という。）をした者

の納める授業料の額は, 授業料の月額に，復学等の日の属する月から当該期末までの月数を乗じて得

た額とし, 復学等をした月に納めなければならない。 

２ 復学等をした者の授業料の額は, 当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。 

（退学等における授業料）  

第３７条 前期又は後期の中途において, 退学及び転学した者の授業料はこれを納めなければならない。

ただし, 第３３条の規定により除籍を命ぜられた者の入学料又は授業料は，別に定める規程により当

該者に係る未納の入学料又は授業料を免除することができる。  

（高等学校等就学支援金の受給権者に係る授業料の額等）  

第３８条 第３４条の規定にかかわらず，公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援

金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第５条の規定に基づき，高等学校等就学支援金の

受給資格の認定を受けた者（以下この条において「受給権者」という。）に係る授業料の額は，第３

５条に定める授業料（月額）の額に受給権者が月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし，その徴

収については，学長が受給権者に代わって高等学校等就学支援金を受領することをもって充てる。 

 （子育てのための施設利用等給付認定申請者に係る保育料）  

第３８条の２ 第３４条の規定にかかわらず，附属幼稚園において子ども子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第３０条の５の規定に基づき，子育てのための施設等利用給付を申請し認定された者の

保育料は，当該者が居住する市町村から大学に給付される保育料相当額を受領することをもって充て

る。 

２ 前項に規定する保育料相当額が，市町村から直接認定された者に給付された場合は，当該者は給付

された日から３０日以内にその保育料相当額を大学に納付しなければならない。 

３ 附属幼稚園において，年度の中途に退学，転学，除籍，休学及び復学等（以下「退学等」という）

となった者の保育料については，前２項により市町村から給付される保育料相当額のうち月の中途に

退学等をする場合の保育料（月額）が，日割計算により別に定める保育料（月額）を満たさない場合，

その差額分の保育料（月額）を免除する。 

（授業料の免除及び徴収猶予） 

第３９条 附属幼稚園，附属高等学校及び附属特別支援高等部における授業料は，経済的理由により，

授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合は，授業料の全額若しくは一部を免除

し，又はその徴収を猶予することができる。 

２ 前項に規定する授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に定める。 

（授業料の返還）  

第４０条 休学，転学又は退学を許可された者について，当該異動が許可された日の属する月の翌月以

降の授業料が納付済みの場合は，相当額を返還する。 

第９章 賞罰 

（表彰）  

第４１条 校長は，特別な善行があって他の児童等の模範となる児童等があるときは，これを表彰する

ことができる。  

（懲戒）  

第４２条 校長は，次の各号の一に該当する児童等があると認めるときは，児童等に懲戒を加えること

ができる。この場合，児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 

(1) 本校の規則に違反した者 

(2) 校内の秩序を乱し，その他生徒としての本分に反した者 

(3) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(4) 正当な理由がなくて出席が常でない者 

(5) 愛知教育大学におけるハラスメント防止等に関する規程に基づく学長命令によるもの 
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２ 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。ただし，停学は，附属名古屋小学校，附属岡崎小学校，附属

名古屋中学校及び附属岡崎中学校並びに附属特別支援学校小学部及び中学部の児童又は生徒に対し

ては，これを行うことはできない。 

３ 校長は，前項の規定による懲戒を加えたときは，学長に報告するものとする。 

第10章 附属幼稚園 

（学級数及び定員）  

第４３条 附属幼稚園の学級数及び幼児の定員は，次のとおりとする。 

     区分                   学級数     学級定員     総定員 

    ３歳児 ２ ２０ ４０ 

    ４歳児 ２ ２５ ５０ 

    ５歳児 ２ ２５ ５０ 

（修了証書の授与）  

第４４条 園長は，所定の課程を修了したと認定した幼児には，修了証書を授与する。 

（入園資格）  

第４５条 附属幼稚園に入園することのできる者は，満三歳から，小学校就学の始期に達するまでの者

で，別に定める指定地域内（小学校区を単位とする。）に，保護者と同居する者とする。 

第11章 附属名古屋小学校 

（学級数及び定員）  

第４６条 附属名古屋小学校の学級数及び児童の定員は，次のとおりとする。 

     区分        学級数       学級定員        総定員 

       普通学級 １８ ３０ ５４０ 

     帰国児童学級 

 （５学年から６学

年） 

２ １５ ３０ 

（課程修了の認定）  

第４７条 校長は，所定の課程を修了したと認定した児童には，修了証書を授与する。 

（卒業の認定）  

第４８条 校長は，全課程を修了したと認定した児童には，卒業証書を授与する。 

（入学資格）  

第４９条 附属名古屋小学校に入学することのできる者は，学齢に達した者で，別に定める通学区域内

に保護者と同居し，そこを生活の拠点とする者とする。 

第12章 附属岡崎小学校 

（学級数及び定員）  

第５０条 附属岡崎小学校の学級数及び児童の定員は，次のとおりとする。 

     区分     学級数     学級定員     総定員 

    普通学級 １８ ３０ ５４０ 

（課程修了の認定） 

第５１条 校長は，所定の課程を修了したと認定した児童には，修了証書を授与する。 

（卒業の認定）  

第５２条 校長は，全課程を修了したと認定した児童には，卒業証書を授与する。 

（入学資格）  

第５３条 附属岡崎小学校に入学することのできる者は，学齢に達した者で，岡崎市内に保護者と同居

し，そこを生活の拠点とする者とする。 

第13章 附属名古屋中学校 

（学級数及び定員）  
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第５４条 附属名古屋中学校の学級数及び生徒の定員は，次のとおりとする。 

     区分     学級数     学級定員     総定員 

    普通学級 １２ ３６ ４３２ 

   帰国生徒学級 ３ １５ ４５ 

（課程修了の認定）  

第５５条 校長は，所定の課程を修了したと認定した生徒には，修了証書を授与する。 

（卒業の認定）  

第５６条 校長は，全課程を修了したと認定した生徒には，卒業証書を授与する。 

（入学資格）  

第５７条 附属名古屋中学校に入学することのできる者は，小学校を卒業した者で，愛知県内に保護者

と同居し，通学に要する時間に無理がなく，そこを生活の拠点とする者とする。 

第14章 附属岡崎中学校 

（学級数及び定員）  

第５８条 附属岡崎中学校の学級数及び生徒の定員は，次のとおりとする。 

     区分     学級数     学級定員     総定員 

    普通学級 １２ ３６ ４３２ 

（課程修了の認定）  

第５９条 校長は，所定の課程を修了したと認定した生徒には，修了証書を授与する。 

（卒業の認定）  

第６０条 校長は，全課程を修了したと認定した生徒には，卒業証書を授与する。 

（入学資格）  

第６１条 附属岡崎中学校に入学することのできる者は，小学校を卒業した者で，保護者と同居し，通

学所要時間が片道１時間以内であり，そこを生活の拠点とする者とする。 

第15章 附属高等学校 

（学級数及び定員）  

第６２条 附属高等学校の学級数及び生徒の定員は，次のとおりとする。 

     区分     学級数     学級定員     総定員 

   全日制普通科 １２ ３０ ３６０ 

（課程修了の認定） 

第６３条 校長は，所定の課程を修了したと認定した生徒には，修了証書を授与する。 

２ 各学年の課程を修了したと認められない者については，校長は，これを原級にとどめることができ

る。 

（卒業の認定）  

第６４条 校長は，全課程を修了したと認定した生徒には，卒業証書を授与する。 

（入学資格）  

第６５条 附属高等学校に入学することのできる者は，中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者

若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者，又は施行規則第９５条に規定する各号のいずれかに

該当する者で，愛知県内に保護者と同居し，そこを生活の拠点として，自宅から通学できる者とする。 

第16章 附属特別支援学校 

（学級数及び定員）  

第６６条 附属特別支援学校の学級数及び児童等の定員は，次のとおりとする。 

     区分     学級数     学級定員     総定員 

    小学部 ３ ６ １８ 

    中学部 ３ ６ １８ 

    高等部 ３ ８ ２４ 
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（課程修了の認定）  

第６７条 校長は，所定の課程を修了したと認定した児童等には，修了証書を授与する。 

（卒業の認定）  

第６８条 小学部，中学部，高等部のそれぞれの課程を修了したと認めた者に卒業証書を授与する。  

２ 高等部において，校長は，特別の必要があり，かつ，教育上支障がないときは，第１５条に規定す

る学年の途中においても，学期の区分に従い，各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。 

（入学資格）  

第６９条 附属特別支援学校に入学することのできる者は，以下の各項に掲げる者とする。 

２ 小学部  

(1) 学齢に達した者で，通学所要時間が片道１時間以内に居住し，安全に通学できる者。 

３ 中学部 

 小学校又は特別支援学校の小学部を卒業した者で，通学所要時間が片道１時間以内に居住し，安全に

通学できる者。 

４ 高等部 

 中学校又は特別支援学校の中学部を卒業した者で，通学所要時間が片道１時間３０分以内に居住し，

安全に通学できる者。 

第17章 雑則 

（その他）  

第７０条 この規則に定めるほか，必要な事項は別に定める。 

  

附 則  

１ この規則は，２０１３年４月１日から施行する。 

２ 第４６条の規定にかかわらず，２０１３年から２０１６年までの附属名古屋小学校の普通学級の総

定員は，次に掲げるとおりとする。 

年度 ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６  

総定員 ８００ ７８５ ７７０ ７５５ 

３ 第５０条の規定にかかわらず，２０１３年から２０１６年までの附属岡崎小学校の総定員は，次に

掲げるとおりとする。 

年度 ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ 

総定員 ６９０ ６７５ ６６０ ６４５ 

４ 国立大学法人愛知教育大学附属学校部及び愛知教育大学附属学校規程（２００４年規程第５４号）

は，廃止する。 

５ 愛知教育大学附属幼稚園園則（２００４年規程第６１号）は，廃止する。 

６ 愛知教育大学附属名古屋小学校校則（２００４年規程第５５号）は，廃止する。 

７ 愛知教育大学附属岡崎小学校校則（２００４年規程第５６号）は，廃止する。 

８ 愛知教育大学附属名古屋中学校校則（２００４年規程第５７号）は，廃止する。 

９ 愛知教育大学附属岡崎中学校校則（２００４年規程第５８号）は，廃止する。 

１０ 愛知教育大学附属高等学校校則（２００４年規程第５９号）は，廃止する。 

１１ 愛知教育大学附属特別支援学校校則（２００４年規程第６０号）は，廃止する。 

附 則（２０１５年規程第５９号）  

この規則は，２０１５年６月２３日から施行し，２０１５年４月１日から適用する。  

附 則（２０１５年規程第６９号）  

この規則は，２０１５年１０月２１日から施行し，２０１５年４月１日から適用する。  

附 則（２０１６年規程第３７号）  

この規則は，２０１６年７月１３日から施行し，２０１６年４月１日から適用する。  

附 則（２０１８年規程第１９号）  

１ この規則は，２０１８年４月１日から施行する。 

２ 第４３条の規定にかかわらず，２０１８年の附属幼稚園の総定員は，次に掲げるとおりとする。 

年度 ２０１８ 
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総定員 １５０ 

３ 第４６条の規定にかかわらず，２０１８年から２０２２年までの附属名古屋小学校の普通学級の総

定員は，次に掲げるとおりとする。 

年度 ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ 

総定員 ７００ ６６５ ６６５ ６６５ ６６５ 

４ 第５４条の規定にかかわらず，２０１８年から２０１９年までの附属名古屋中学校の普通学級の総

定員は，次に掲げるとおりとする。 

年度 ２０１８ ２０１９ 

総定員 ４６４ ４４８ 

５ 第５８条の規定にかかわらず，２０１８年から２０１９年までの附属岡崎中学校の総定員は，次に

掲げるとおりとする。 

年度 ２０１８ ２０１９ 

総定員 ４６４ ４４８ 

附 則（２０１９年規程第６号） 

１ この規則は，２０１９年４月１日から施行する。 

２ 第４６条の規定にかかわらず，２０１９年から２０２３年までの附属名古屋小学校の普通学級の総

定員は，次に掲げるとおりとする。 

年度 ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ 

総定員 ６５０ ６３５ ６２０ ６０５ ５５５ 

３ 第５０条の規定にかかわらず，２０１９年から２０２３年までの附属岡崎小学校の普通学級の総定

員は，次に掲げるとおりとする。 

年度 ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ 

総定員 ６１５ ６００ ５８５ ５７０ ５５５ 

附 則（２０１９年規程第３４号） 

この規則は，２０２０年４月１日から施行する。 

附 則（２０２０年規程第５号）  

この規則は，２０２０年４月１日から施行する。  

附 則（２０２１年規程第１８号） 

１ この規則は，２０２１年４月１日から施行する。  

２ 第６２条の規定にかかわらず，２０２１年から２０２２年までの附属高等学校の普通学級の総定員

は，次に掲げるとおりとする。 

年度 ２０２１ ２０２２ 

総定員 ５２０ ４４０ 

 


